
建築物省エネ改修推進事業の概要建築物省 ネ改修推進事業の概要

国土交通省国土交通省

平成２４年度の募集について 1

平成２３年度の事業内容を踏襲して募集を行う予定

１．事業の要件
躯体 皮 熱改修を うも あ・躯体（外皮）の断熱改修を行うものであること

・建物全体で概ね１０％以上の省エネ効果があること
ネ ギ 使用量等の実態を把握する計測を行い 継続的な・エネルギー使用量等の実態を把握する計測を行い、継続的な

エネルギー管理等に取り組むものであること 等

２．補助率
・省エネ改修及びエネルギー使用量の計測に要する費用の

１／３以内

３ 補助限度額（１事業あたり）３．補助限度額（１事業あたり）
・５,０００万円（うち設備に要する費用は２,５００万円まで）



(参考）省エネ改修推進事業と省CO₂先導事業の違い 2

省エネ改修推進事業 省CO₂先導事業

対象 建築物（非住宅） 住宅 建築物（非住宅）
用途

建築物（非住宅） 住宅、建築物（非住宅）

事業要件への適合状況を 評価委員会がモデル性・先導性
評価の
視点・
要件

定型的に確認・審査し、採択
(評価委員会が包括的に評価)

建築物全体で概ね10％以上

を評価し、採択

・ プロジェクト総体として モデル要件 ・ 建築物全体で概ね10％以上
の省エネ効果があること

・ 躯体（外皮）の改修を行うも

・ プロジェクト総体として、モデル
性・先導性を有するものである
こと 等躯体（外皮）の改修を行うも

のであること 等

１／３以内 １／２以内
補助率・
補助対象

建設工事費（躯体改修費、設備
改修費、計測費）

設計費、建設工事費、マネジメント
システム整備費、技術の検証費

限度額
５,０００万円

（うち設備に要する費用は －
２,５００万円まで）

対象事業 3

既存のオフィスビル等の建築物（非住宅）の改修

※ 当面、住宅（戸建住宅、共同住宅）の募集は行わない予定。

※ 構造躯体（外皮）、建築設備の省エネルギー改修に関する
ものが対象。ものが対象。

※ 工場・実験施設・倉庫等の生産用設備を有する建築物の改
修 後付の家電等の交換は対象外修、後付の家電等の交換は対象外。

※ 要望が予算額を超える場合、省エネ改修工事として総合性
の高いもの、またはより広範囲に詳細なデータ計測を行い、
エネルギー管理を積極的に行うものから優先することがあ
る。



事業の要件 4

下記の①～⑤の要件を全て満足するもの

①躯体（外皮）の省エネ改修を行うものであること①躯体（外皮）の省エネ改修を行うものであること。

②建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して概ね
１０％以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施するもの１０％以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施するもの
であること。(※）

③ ネ ギ 使用量等の実態を把握する計測を行い 継続的な③エネルギー使用量等の実態を把握する計測を行い、継続的な
エネルギー管理、省エネルギー活動に取り組むものであること

④省エネルギー改修に係る総事業費が５００万円以上であること。
（ただし、複数の建築物における事業をまとめて提案し、上記事
業費 上となる場合も ）業費以上となる場合も可）

⑤平成２４年度中に着手するものであること。

※躯体（外皮）の改修は、見なし省エネ率等による簡易計算も可能

※改修工事を伴わず 計測のみを行う事業は対象外※改修工事を伴わず、計測のみを行う事業は対象外

対象事業者 5

１．補助を受ける者

 補助金の交付を受けて省エネ改修事業を行う建築主等
（ＥＳＣＯ事業者、リース事業者、エネルギーサービス事業者等（ 事業者、リ ス事業者、 ネルギ サ ビス事業者等
を含む）

２．提案者

 原則 提案者と補助を受ける者は同 者 原則、提案者と補助を受ける者は同一者

 補助を受ける者以外の者が、事務代行者として応募することも
可能（この場合、必ず、建築主等の補助を受ける者との連名で
応募）

※同一建物で、複数の応募があった場合は全ての応募が無効



補助額 6

１．建設工事等に係る補助額（①～②の費用の合計の３分の１以内

の額）の額）
①工事費：躯体（外皮）の省エネ改修工事に要する費用

設備の附帯工事費設備の附帯工事費
②設備費

２．エネルギー使用量の計測等に係る補助額（①～②の費用の合

計の３分の１以内の額）
①工事費：計測機器等の設置に係る費用
②設備費：センサー、データロガー、データ収集・分析等の

エネルギー管理に係るソフトウェア等

３ 附帯事務費（建設 事等に係る補助額（国費）の 以内）３．附帯事務費（建設工事等に係る補助額（国費）の２．２％以内）

補助対象とならないもの 7

１．建設工事等に係る補助額
・冷暖房器具（壁掛け式ルームエアコン、蓄熱電気暖房機、FF冷暖房器具（壁掛け式ル ム アコン、蓄熱電気暖房機、FF

式暖房機等）
・浴室設備（ユニットバス、断熱浴槽等）
・調理器具（ガスコンロ、IHクッキングヒーター等）
・照明器具のうち電球の交換など工事の伴わない器具の交換
上記に類する建築主が分離して購入可能な後付けの家電に・上記に類する建築主が分離して購入可能な後付けの家電に
類するもの

・遮熱シート 遮熱塗料 屋上緑化等これに類するもの遮熱シ ト、遮熱塗料、屋上緑化等これに類するもの
・高効率変圧器や非常用発電機など、「エネルギーの使用の合理

化に関する法律施行令」の第１４条に定める建築設備以外のもの化 関する法律施行令」 第 条 定 る建築設備以外 も
（ただし、建築設備の省エネ改修工事に付帯する工事を除く）

２．エネルギー使用量の計測等に係る補助額
・エネルギー計測・管理の運用にかかる費用（電力費、通信費、分

析費 トウ ライセ 維持費等）析費、ソフトウェアライセンス維持費等）



補助限度額 8

【補助限度額】
建設工事費等に係る補助額 エネルギ 使用量の計測等に建設工事費等に係る補助額、エネルギー使用量の計測等に
係る補助額、附帯事務費の合計額について、
「１事業あたり５ ０００万円」「１事業あたり５,０００万円」
（建設工事費等に係る補助額とエネルギー使用量の計測等に
係る補助額の合計額のうち 設備に要する補助額は２ ５００万係る補助額の合計額のうち、設備に要する補助額は２,５００万
円を限度）

※ エネルギー使用量の計測等に係る「補助対象事業費」
１事業あたり 計測内容に応じて事業費の５～１０％１事業あたり、計測内容に応じて事業費の５ １０％

※ 要望が予算額を超える場合、省エネ改修工事として総合性の※ 要望が予算額を超える場合、省エネ改修工事として総合性の
高いもの、またはより広範囲に詳細なデータ計測を行い、エネ
ルギー管理を積極的に行うものから優先することがある。ルギ 管理を積極的に行うものから優先する とがある。

応募の流れ 9

事業登録

本事業のWebサイトから、応募者、事業概要等の
基本情報を登録基本情報を登録

・対象建物、改修内容が未確定の段階では登録不可

事業登録時 応募番号を通知・事業登録時に応募番号を通知

・応募番号通知、結果連絡等のため、電子メールの
アドレス登録が必要

応募書類の提出

応募様式に基づいて提案申請書を作成し 提出応募様式に基づいて提案申請書を作成し、提出
→応募番号を記載、事業登録の画面を印刷して貼付



参考：省エネ改修事業の応募概況（１） 10

応募・採択件数 （平成２０～２３年度、提案数ベース）

非住宅 住宅

応募件数 採択件数 応募件数 採択件数

非住宅 住宅

H２０年度 （緊急促進） 約1,810  約480 約180 約110

（第１回） 約120 約110 約210 約200（第１回） 約120 約110 約210 約200

（第２回） 約220 約200 約300 約280

H21年度

（第１回） 約520 約480 － －

＜集計対象＞
（第２回） 約840 約230 － －

（緊急支援） 約590 約370

H22年度
＜集計対象＞

H21~23年度事業の
応募事例（緊急支援） 約590 約370 － －

H23年度 約460 約300 － －

応募事例
（非住宅）

※H22年度以降は非住宅のみについて募集

参考：省エネ改修事業の応募概況（２） 11

応募物件の規模・地域 （平成２１～２３年度計：棟数ベース）
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・延床面積300～5,000㎡の提案が多い（全体の約76%）

・北海道 東北がやや少ないものの全国から応募がある・北海道、東北がやや少ないものの全国から応募がある



参考：省エネ改修事業の応募概況（３） 12

応募物件 躯体改修内容
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応募物件の躯体改修内容 （平成２１～２３年度：棟数ベース）
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・複数の躯体の改修を行うものが増加複数の躯体の改修を行うものが増加
⇒より建物全体で総合的な省エネ改修の提案が多くなっている

・躯体改修は、開口部、屋根・断熱の改修が多い

※複数の改修を行うものはそれぞれに集計

参考：省エネ改修事業の応募概況（４） 13

1,000 1,400

応募物件の設備改修内容 （平成２１～２３年度：棟数ベース）
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・複数の設備の改修を行うものの比率が増加

※複数の改修を行うものはそれぞれに集計

複数の設備の改修を行うものの比率が増加
・設備別では、空調設備の改修が最も多く、次いで照明が続く

※複数の改修を行うものはそれぞれに集計



参考：省エネ改修事業の応募概況（５） 14

応募物件のエネルギー計測内容
（平成２３年度：棟数ベース）（平成２３年度：棟数 ス）
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空調設備 換気設備 照明設備 給湯設備 昇降設備

・複数設備のエネルギー計測を行う提案が多い
・設備別では、空調設備の計測が最も多く、次いで照明が続く


